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はしがき

調査においては、ますもって物証（デジタルデータを含む）の収集が重要であること

は論をまたす、経済活動の国際化、複雑化等が進んだ現在においても、このことは変わ

らす、むしろ重要性は増している。

しかし、答述は、見間違い（聞き間違い）、記憶違い（記憶減退）、言い間違い（不正

確な説明）が起こりやすい上、あえて虚偽の答述がなされる場合もあるため、そもそも、

答述の信用性は慎重に判断されるものである（これは、審判や訴訟の場はもとより、調

奎時の事実認定においても同様である）。

実際、審判や訴訟の場において、審判官や裁判官が質問応答記録書の記載内容に疑念

を持ち、その結果、重要な証拠であった質問応答記録書の信用性が否定され、課税処分

が取り消されることもある。

そこで、本手引においては、課税要件事実が確実に記載され、課税処分の根拠となる

ことはもとより、 ベテランのみならす、若手の職員も、審判や訴訟の場において信用性

に疑問を持たれない質問応答記録書を作成することを目標に解説を行うこととしだ。

そのため、本手引の構成としては、「 I質問応答記録書作成のフロー」で質問応答記

録書作成に関する全体的な流れを示し、「II質問応答記録書作成における重要事項」、

「ill FAQ」及び「IV 奥書•その他」で内容面・形式面に関する留意事項をそれぞれ

解説し、「V 質問応答記録書作成事例集」で具体的な作成例を示すとともに、各作成例

の随所に注釈を付して答述を記録した趣旨などを具体的に解説している。
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I 質問応答記録書作成のフロー
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2 質問応答記録書の作成
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皿 FAQ 問 1~17（皿ー1~7) 

V 事例集 1 ~6  (V-1~153) 

I皿 FAQ 間 18~21 （皿ー9~10) ) 

4 回答者に対する

署名の求め

確認襴への署名の求め

ill FAQ問22~24、27、28

(lli-12~14) 

| IlI FAQ 問 25、26(IlI-12~13) > 
記載及び

担当者の署名

ill FAQ問 29~32(ill-14~15) 
w 奥書•その他 1 (N-1~4) 

7 完成後の対処•その他 III FAQ問 33~41(III-16~20) 

V 事例集 7 (V-154) 
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II 質問応答記録書作成における重要事項

1 賣問応答記鐵書を作成することの重璽性

(1) 質問応答記録書とは

・ 課税に関する調査とは、課税要件1に該当する具体的事実（課税要件事実）の存否

を証拠により明らかにし、これに税法等の関係法令を適用して、正当な課税標準等及

び税額等を導き出す一連の作業をいう。

・ 納税者等の答述を証拠化するものとしては、質問応答記録書及び調査報告書があ

る。

質問応答記録書は、その記載内容について、答述したとおり誤りがない旨の回答者

による確認を経た上で、その確認作業の証として回答者による署名を受けるもので

あるのに対し、調査報告書は、回答者の答述内容を調査担当者が記載したに過ぎす、

その記載内容について、回答者の確認を伺ら経ていないものである。

(2) 質問応答記録書の重要性

・納税者や反面調査先等に対する質問調査を行って答述を得た際には、質問応答記録

「課税要件」とは、納税義務が成立するための要件をいい、税法、民法、会社法等の各

種関係法令 （その解釈を含む。） により規定されているほか、判例により示されているも

のもある。

2 「立証」とは、事実を証明することをいう。

3 「答述」とは、質問謂査において回答者が回答した内容をいう。

4 「証明力」とは、ある証拠が、どの程度事実を立証する力があるかを表す言葉であり、

「信用性」ともいう。「証明力」が高い証拠ほど、証拠としての価値が高い。

II -1 






























































































































































































































































































































































































































